
【令和8年度版】

訪問看護療養費マスター登録内容の一部変更（令和8年6月19日現在）

【基本テーブル】 　

区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590006050 訪問看護ベースアップ評価料（１）（医療観察） 3 【令和8年6月診療分から適用】

07 590006150 訪問看護ベースアップ評価料（２）１（医療観察） 3 〃

07 590006250 訪問看護ベースアップ評価料（２）２（医療観察） 3 〃

07 590006350 訪問看護ベースアップ評価料（２）３（医療観察） 3 〃

07 590006450 訪問看護ベースアップ評価料（２）４（医療観察） 3 〃

07 590006550 訪問看護ベースアップ評価料（２）５（医療観察） 3 〃

07 590006650 訪問看護ベースアップ評価料（２）６（医療観察） 3 〃

07 590006750 訪問看護ベースアップ評価料（２）７（医療観察） 3 〃

07 590006850 訪問看護ベースアップ評価料（２）８（医療観察） 3 〃

07 590006950 訪問看護ベースアップ評価料（２）９（医療観察） 3 〃

07 590007050 訪問看護ベースアップ評価料（２）１０（医療観察） 3 〃

07 590007150 訪問看護ベースアップ評価料（２）１１（医療観察） 3 〃

07 590007250 訪問看護ベースアップ評価料（２）１２（医療観察） 3 〃

07 590007350 訪問看護ベースアップ評価料（２）１３（医療観察） 3 〃
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区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590007450 訪問看護ベースアップ評価料（２）１４（医療観察） 3 【令和8年6月診療分から適用】

07 590007550 訪問看護ベースアップ評価料（２）１５（医療観察） 3 〃

07 590007650 訪問看護ベースアップ評価料（２）１６（医療観察） 3 〃

07 590007750 訪問看護ベースアップ評価料（２）１７（医療観察） 3 〃

07 590007850 訪問看護ベースアップ評価料（２）１８（医療観察） 3 〃

07 590007950 訪問看護ベースアップ評価料（２）１９（医療観察） 3 〃

07 590008050 訪問看護ベースアップ評価料（２）２０（医療観察） 3 〃

07 590008150 訪問看護ベースアップ評価料（２）２１（医療観察） 3 〃

07 590008250 訪問看護ベースアップ評価料（２）２２（医療観察） 3 〃

07 590008350 訪問看護ベースアップ評価料（２）２３（医療観察） 3 〃

07 590008450 訪問看護ベースアップ評価料（２）２４（医療観察） 3 〃

07 590008550 訪問看護ベースアップ評価料（２）２５（医療観察） 3 〃

07 590008650 訪問看護ベースアップ評価料（２）２６（医療観察） 3 〃

07 590008750 訪問看護ベースアップ評価料（２）２７（医療観察） 3 〃

07 590008850 訪問看護ベースアップ評価料（２）２８（医療観察） 3 〃

07 590008950 訪問看護ベースアップ評価料（２）２９（医療観察） 3 〃
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区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590009050 訪問看護ベースアップ評価料（２）３０（医療観察） 3 【令和8年6月診療分から適用】

07 590009150 訪問看護ベースアップ評価料（２）３１（医療観察） 3 〃

07 590009250 訪問看護ベースアップ評価料（２）３２（医療観察） 3 〃

07 590009350 訪問看護ベースアップ評価料（２）３３（医療観察） 3 〃

07 590009450 訪問看護ベースアップ評価料（２）３４（医療観察） 3 〃

07 590009550 訪問看護ベースアップ評価料（２）３５（医療観察） 3 〃

07 590009650 訪問看護ベースアップ評価料（２）３６（医療観察） 3 〃

07 590009750
訪問看護ベースアップ評価料（１）（医療観察）（継続して賃上げに係る取組
を実施した場合）

3 〃

07 590009850
訪問看護ベースアップ評価料（２）１（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

07 590009950
訪問看護ベースアップ評価料（２）２（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

07 590010050
訪問看護ベースアップ評価料（２）３（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

07 590010150
訪問看護ベースアップ評価料（２）４（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

07 590010250
訪問看護ベースアップ評価料（２）５（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

07 590010350
訪問看護ベースアップ評価料（２）６（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

07 590010450
訪問看護ベースアップ評価料（２）７（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

07 590010550
訪問看護ベースアップ評価料（２）８（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 〃

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設

新　　設



区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590010650
訪問看護ベースアップ評価料（２）９（医療観察）（継続して賃上げに係る取
組を実施した場合）

3 【令和8年6月診療分から適用】

07 590010750
訪問看護ベースアップ評価料（２）１０（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590010850
訪問看護ベースアップ評価料（２）１１（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590010950
訪問看護ベースアップ評価料（２）１２（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590011050
訪問看護ベースアップ評価料（２）１３（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590011150
訪問看護ベースアップ評価料（２）１４（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590011250
訪問看護ベースアップ評価料（２）１５（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590011350
訪問看護ベースアップ評価料（２）１６（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590011450
訪問看護ベースアップ評価料（２）１７（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590011550
訪問看護ベースアップ評価料（２）１８（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

3 〃

07 590000110 訪問看護ベースアップ評価料（１） 5 医療観察法対象区分 0 1 【令和8年6月診療分から適用】

07 590000210 訪問看護ベースアップ評価料（２）１ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590000310 訪問看護ベースアップ評価料（２）２ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590000410 訪問看護ベースアップ評価料（２）３ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590000510 訪問看護ベースアップ評価料（２）４ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590000610 訪問看護ベースアップ評価料（２）５ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃
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区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590000710 訪問看護ベースアップ評価料（２）６ 5 医療観察法対象区分 0 1 【令和8年6月診療分から適用】

07 590000810 訪問看護ベースアップ評価料（２）７ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590000910 訪問看護ベースアップ評価料（２）８ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001010 訪問看護ベースアップ評価料（２）９ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001110 訪問看護ベースアップ評価料（２）１０ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001210 訪問看護ベースアップ評価料（２）１１ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001310 訪問看護ベースアップ評価料（２）１２ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001410 訪問看護ベースアップ評価料（２）１３ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001510 訪問看護ベースアップ評価料（２）１４ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001610 訪問看護ベースアップ評価料（２）１５ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001710 訪問看護ベースアップ評価料（２）１６ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001810 訪問看護ベースアップ評価料（２）１７ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590001910 訪問看護ベースアップ評価料（２）１８ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002010 訪問看護ベースアップ評価料（２）１９ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002110 訪問看護ベースアップ評価料（２）２０ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002210 訪問看護ベースアップ評価料（２）２１ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃



区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590002310 訪問看護ベースアップ評価料（２）２２ 5 医療観察法対象区分 0 1 【令和8年6月診療分から適用】

07 590002410 訪問看護ベースアップ評価料（２）２３ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002510 訪問看護ベースアップ評価料（２）２４ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002610 訪問看護ベースアップ評価料（２）２５ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002710 訪問看護ベースアップ評価料（２）２６ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002810 訪問看護ベースアップ評価料（２）２７ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590002910 訪問看護ベースアップ評価料（２）２８ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003010 訪問看護ベースアップ評価料（２）２９ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003110 訪問看護ベースアップ評価料（２）３０ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003210 訪問看護ベースアップ評価料（２）３１ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003310 訪問看護ベースアップ評価料（２）３２ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003410 訪問看護ベースアップ評価料（２）３３ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003510 訪問看護ベースアップ評価料（２）３４ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003610 訪問看護ベースアップ評価料（２）３５ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003710 訪問看護ベースアップ評価料（２）３６ 5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590003810
訪問看護ベースアップ評価料（１）（継続して賃上げに係る取組を実施した場
合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃



区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590003910
訪問看護ベースアップ評価料（２）１（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 【令和8年6月診療分から適用】

07 590004010
訪問看護ベースアップ評価料（２）２（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004110
訪問看護ベースアップ評価料（２）３（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004210
訪問看護ベースアップ評価料（２）４（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004310
訪問看護ベースアップ評価料（２）５（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004410
訪問看護ベースアップ評価料（２）６（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004510
訪問看護ベースアップ評価料（２）７（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004610
訪問看護ベースアップ評価料（２）８（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004710
訪問看護ベースアップ評価料（２）９（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004810
訪問看護ベースアップ評価料（２）１０（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590004910
訪問看護ベースアップ評価料（２）１１（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590005010
訪問看護ベースアップ評価料（２）１２（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590005110
訪問看護ベースアップ評価料（２）１３（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590005210
訪問看護ベースアップ評価料（２）１４（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590005310
訪問看護ベースアップ評価料（２）１５（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃

07 590005410
訪問看護ベースアップ評価料（２）１６（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃



区分番号
訪問看護療養費

コード
基本名称

変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

07 590005510
訪問看護ベースアップ評価料（２）１７（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 【令和8年6月診療分から適用】

07 590005610
訪問看護ベースアップ評価料（２）１８（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

5 医療観察法対象区分 0 1 〃



変更
区分

訪問看護療養費
コード

省略名称
算定
単位

変更箇所 変更後 変更前 備考

3 590006050 訪問看護ベースアップ評価料（１）（医療観察） 131 【令和8年6月診療分から適用】

3 590006150 訪問看護ベースアップ評価料（２）１（医療観察） 131 〃

3 590006250 訪問看護ベースアップ評価料（２）２（医療観察） 131 〃

3 590006350 訪問看護ベースアップ評価料（２）３（医療観察） 131 〃

3 590006450 訪問看護ベースアップ評価料（２）４（医療観察） 131 〃

3 590006550 訪問看護ベースアップ評価料（２）５（医療観察） 131 〃

3 590006650 訪問看護ベースアップ評価料（２）６（医療観察） 131 〃

3 590006750 訪問看護ベースアップ評価料（２）７（医療観察） 131 〃

3 590006850 訪問看護ベースアップ評価料（２）８（医療観察） 131 〃

3 590006950 訪問看護ベースアップ評価料（２）９（医療観察） 131 〃

3 590007050 訪問看護ベースアップ評価料（２）１０（医療観察） 131 〃

3 590007150 訪問看護ベースアップ評価料（２）１１（医療観察） 131 〃

3 590007250 訪問看護ベースアップ評価料（２）１２（医療観察） 131 〃

3 590007350 訪問看護ベースアップ評価料（２）１３（医療観察） 131 〃
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新　　設
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【令和8年度版】

訪問看護療養費マスター登録内容の一部変更（令和8年6月19日現在）

【算定回数限度テーブル】
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変更
区分

訪問看護療養費
コード

省略名称
算定
単位

変更箇所 変更後 変更前 備考

3 590007450 訪問看護ベースアップ評価料（２）１４（医療観察） 131 【令和8年6月診療分から適用】

3 590007550 訪問看護ベースアップ評価料（２）１５（医療観察） 131 〃

3 590007650 訪問看護ベースアップ評価料（２）１６（医療観察） 131 〃

3 590007750 訪問看護ベースアップ評価料（２）１７（医療観察） 131 〃

3 590007850 訪問看護ベースアップ評価料（２）１８（医療観察） 131 〃

3 590007950 訪問看護ベースアップ評価料（２）１９（医療観察） 131 〃

3 590008050 訪問看護ベースアップ評価料（２）２０（医療観察） 131 〃

3 590008150 訪問看護ベースアップ評価料（２）２１（医療観察） 131 〃

3 590008250 訪問看護ベースアップ評価料（２）２２（医療観察） 131 〃

3 590008350 訪問看護ベースアップ評価料（２）２３（医療観察） 131 〃

3 590008450 訪問看護ベースアップ評価料（２）２４（医療観察） 131 〃

3 590008550 訪問看護ベースアップ評価料（２）２５（医療観察） 131 〃

3 590008650 訪問看護ベースアップ評価料（２）２６（医療観察） 131 〃

3 590008750 訪問看護ベースアップ評価料（２）２７（医療観察） 131 〃

3 590008850 訪問看護ベースアップ評価料（２）２８（医療観察） 131 〃

3 590008950 訪問看護ベースアップ評価料（２）２９（医療観察） 131 〃
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3 590009050 訪問看護ベースアップ評価料（２）３０（医療観察） 131 【令和8年6月診療分から適用】

3 590009150 訪問看護ベースアップ評価料（２）３１（医療観察） 131 〃

3 590009250 訪問看護ベースアップ評価料（２）３２（医療観察） 131 〃

3 590009350 訪問看護ベースアップ評価料（２）３３（医療観察） 131 〃

3 590009450 訪問看護ベースアップ評価料（２）３４（医療観察） 131 〃

3 590009550 訪問看護ベースアップ評価料（２）３５（医療観察） 131 〃

3 590009650 訪問看護ベースアップ評価料（２）３６（医療観察） 131 〃

3 590009750
訪問看護ベースアップ評価料（１）（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施した
場合）

131 〃

3 590009850
訪問看護ベースアップ評価料（２）１（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃

3 590009950
訪問看護ベースアップ評価料（２）２（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃

3 590010050
訪問看護ベースアップ評価料（２）３（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃

3 590010150
訪問看護ベースアップ評価料（２）４（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃

3 590010250
訪問看護ベースアップ評価料（２）５（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃

3 590010350
訪問看護ベースアップ評価料（２）６（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃

3 590010450
訪問看護ベースアップ評価料（２）７（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃

3 590010550
訪問看護ベースアップ評価料（２）８（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 〃
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3 590010650
訪問看護ベースアップ評価料（２）９（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施し
た場合）

131 【令和8年6月診療分から適用】

3 590010750
訪問看護ベースアップ評価料（２）１０（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590010850
訪問看護ベースアップ評価料（２）１１（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590010950
訪問看護ベースアップ評価料（２）１２（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590011050
訪問看護ベースアップ評価料（２）１３（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590011150
訪問看護ベースアップ評価料（２）１４（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590011250
訪問看護ベースアップ評価料（２）１５（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590011350
訪問看護ベースアップ評価料（２）１６（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590011450
訪問看護ベースアップ評価料（２）１７（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃

3 590011550
訪問看護ベースアップ評価料（２）１８（医療観察）（継続して賃上げに係る取組を実施
した場合）

131 〃
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3 B061 590006050 訪問看護ベースアップ評価料（１）（医療観察） 【令和8年6月診療分から適用】

3 B062 590006150 訪問看護ベースアップ評価料（２）１（医療観察） 〃

3 B063 590006250 訪問看護ベースアップ評価料（２）２（医療観察） 〃

3 B064 590006350 訪問看護ベースアップ評価料（２）３（医療観察） 〃

3 B065 590006450 訪問看護ベースアップ評価料（２）４（医療観察） 〃

3 B066 590006550 訪問看護ベースアップ評価料（２）５（医療観察） 〃

3 B067 590006650 訪問看護ベースアップ評価料（２）６（医療観察） 〃

3 B068 590006750 訪問看護ベースアップ評価料（２）７（医療観察） 〃

3 B069 590006850 訪問看護ベースアップ評価料（２）８（医療観察） 〃

3 B070 590006950 訪問看護ベースアップ評価料（２）９（医療観察） 〃

3 B071 590007050 訪問看護ベースアップ評価料（２）１０（医療観察） 〃

3 B072 590007150 訪問看護ベースアップ評価料（２）１１（医療観察） 〃

3 B073 590007250 訪問看護ベースアップ評価料（２）１２（医療観察） 〃

3 B074 590007350 訪問看護ベースアップ評価料（２）１３（医療観察） 〃
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【令和8年度版】

訪問看護療養費マスター登録内容の一部変更（令和8年6月19日現在）

【施設基準テーブル】
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3 B075 590007450 訪問看護ベースアップ評価料（２）１４（医療観察） 【令和8年6月診療分から適用】

3 B076 590007550 訪問看護ベースアップ評価料（２）１５（医療観察） 〃

3 B077 590007650 訪問看護ベースアップ評価料（２）１６（医療観察） 〃

3 B078 590007750 訪問看護ベースアップ評価料（２）１７（医療観察） 〃

3 B079 590007850 訪問看護ベースアップ評価料（２）１８（医療観察） 〃

3 B198 590007950 訪問看護ベースアップ評価料（２）１９（医療観察） 〃

3 B199 590008050 訪問看護ベースアップ評価料（２）２０（医療観察） 〃

3 B200 590008150 訪問看護ベースアップ評価料（２）２１（医療観察） 〃

3 B201 590008250 訪問看護ベースアップ評価料（２）２２（医療観察） 〃

3 B202 590008350 訪問看護ベースアップ評価料（２）２３（医療観察） 〃

3 B203 590008450 訪問看護ベースアップ評価料（２）２４（医療観察） 〃

3 B204 590008550 訪問看護ベースアップ評価料（２）２５（医療観察） 〃

3 B205 590008650 訪問看護ベースアップ評価料（２）２６（医療観察） 〃

3 B206 590008750 訪問看護ベースアップ評価料（２）２７（医療観察） 〃

3 B207 590008850 訪問看護ベースアップ評価料（２）２８（医療観察） 〃

3 B208 590008950 訪問看護ベースアップ評価料（２）２９（医療観察） 〃
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3 B209 590009050 訪問看護ベースアップ評価料（２）３０（医療観察） 【令和8年6月診療分から適用】

3 B210 590009150 訪問看護ベースアップ評価料（２）３１（医療観察） 〃

3 B211 590009250 訪問看護ベースアップ評価料（２）３２（医療観察） 〃

3 B212 590009350 訪問看護ベースアップ評価料（２）３３（医療観察） 〃

3 B213 590009450 訪問看護ベースアップ評価料（２）３４（医療観察） 〃

3 B214 590009550 訪問看護ベースアップ評価料（２）３５（医療観察） 〃

3 B215 590009650 訪問看護ベースアップ評価料（２）３６（医療観察） 〃

3 B216 590009750
訪問看護ベースアップ評価料（１）（医療観察）（継続して賃上げに係る
取組を実施した場合）

〃

3 B217 590009850
訪問看護ベースアップ評価料（２）１（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃

3 B218 590009950
訪問看護ベースアップ評価料（２）２（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃

3 B219 590010050
訪問看護ベースアップ評価料（２）３（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃

3 B220 590010150
訪問看護ベースアップ評価料（２）４（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃

3 B221 590010250
訪問看護ベースアップ評価料（２）５（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃

3 B222 590010350
訪問看護ベースアップ評価料（２）６（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃

3 B223 590010450
訪問看護ベースアップ評価料（２）７（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃

3 B224 590010550
訪問看護ベースアップ評価料（２）８（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

〃
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3 B225 590010650
訪問看護ベースアップ評価料（２）９（医療観察）（継続して賃上げに係
る取組を実施した場合）

【令和8年6月診療分から適用】

3 B226 590010750
訪問看護ベースアップ評価料（２）１０（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B227 590010850
訪問看護ベースアップ評価料（２）１１（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B228 590010950
訪問看護ベースアップ評価料（２）１２（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B229 590011050
訪問看護ベースアップ評価料（２）１３（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B230 590011150
訪問看護ベースアップ評価料（２）１４（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B231 590011250
訪問看護ベースアップ評価料（２）１５（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B232 590011350
訪問看護ベースアップ評価料（２）１６（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B233 590011450
訪問看護ベースアップ評価料（２）１７（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃

3 B234 590011550
訪問看護ベースアップ評価料（２）１８（医療観察）（継続して賃上げに
係る取組を実施した場合）

〃
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